
気象に関する警報・注意報発表時における学校対応について

暴風警報または台風接近に伴う

大雨・洪水警報が発表された場合

登下校時の場合 学校にいる場合家にいる（登校前）の場合

午前６時

までに警報が

解除された

午前６時の

時点で警報が

出ている

臨時休校平常授業
（解除から２時間

以上の余裕をもっ

て登校します。）

家・学校など安全

な場所に急ぎ避難
（職員による校区巡視）

※通学途中の避難

場所は、ご家庭で

ご確認ください。

原則、授業を打ち切り

下校に向け、通学路等

の安全確認を行う

状況等により判断する

①通常下校

②職員引率による下校

③保護者への引き渡し

④学校で待機

●学校からの連絡は、「まちｃｏｍｉメール」や新町小ホームページでお伝えします。状況により、災害伝言ダ

イヤル（１７１）を使用する場合もあります。

●台風とは関係のない大雨警報・洪水警報、及び台風が低気圧に変わった後に大雨警報・洪水警報が発

表された場合は、上記の対応は該当しません。

●「台風接近に伴う大雨警報・洪水警報」に該当したら、「台風が弱まり台風でなくなった」「台風が遠ざかり

つつある」という場合でも、警報が解除されるまで、休校等の措置を継続します。

●警報が解除されても、学校が「停電」した場合は、水道が使用できないため休校となります。その際は、

マチコミ等でお伝えします。

｢一人一台タブレット｣を活用しています
４月に一人一台タブレット端末の貸与式を行ってから２か月、各クラスではタブレットを使った授業

が始まっています。ペアやグループで教え合いながら操作を少しずつ覚え、自分の考えをタブレットに

書いて一人ずつ発表したり、図工作品をロイロノートを使って鑑賞したり、カメラ機能を使って植物の

成長を記録したり…と、子どもたちの習得スピードはとてもはやいです。今後も「勉強が楽しい！」

「分かりやすい！」と思えるようなタブレット活用を目指していきます。


